
経理適正化外部委員会 次 第

1 日 時 平成20年 10月 31日 (金)午前10時 から

場所 愛知県議会議事盤1階ラウンジ  ( |

1 西 村副知事 (経理適正化推進チ■ム座長)あ いさつ

2セ 経理適正化外部委員会について

3 委 員長選出

4 委 員会の運営について

5 不 適正経襲事案の概要について

6 不 通正な経理の調査方法について

才 今 後のスケジユ■ルについて



経理適正化外部委員会 十出席者名簿

○経理適正化外部委員会 (50音 順、敬称略)

1 委  員
i静

'|千1圭曇見 <公 認会計土>

むらまつ    と よひさ

委 員 ′村松 ‐豊久 <弁  輩  士 >

委 員   山 田  靖 典 <弁  護  士 >

○経理適正化推進チーム
1     1

i    に しむら   ま こと

座 長   副  無  事   西 村
‐

‐員

し まだ  こういち |

構成員 ,総 務 部 長  島 田 孝 T

継議員 会計椿遠者 貸稽 繁撃

構成員  人 事担当局長  湖 村 敏 文

構成員  農 林水産部長  永 聞  清

構議員  1建設音ほ長  揚潮 若美
|



経理適正化の推進体制について

り

経理適正化
外部委員会

構成員 :3名

弁 護 ± 2 名

公認会計±  1名

主な役割    ・

|・調査方針及び対策に

係る検証、助言等

適正化推進チー

座長 :西村副知事

構成員 :総務部長、会計管理者、

人事担当局長、農林水産部長、

建設部長

主な役割
・経理適正化に係る対策に関すること

・不適正な経理処理の調査の方針に関する

こと          ‐

・不適正経理の原因究明に関すること

小

―

―

―

―

ヤ

理適正化推進チ干ム幹

構成員 :各部局次長 ‐17名

主な役割          |

・不適正経理に係る調査実施

■
エ



経理通正化外部委員会開催要綱

(目的)

第 1条 本 県における経理の適正化を推進するため、外部の有識者で構成する 「経理

適正化外部委員会 (以下 「委員会」という。)」を開催し、信頼性及び客観性を確保

する。

(所掌事務)

第 2条  委 員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を所掌する。

=‐ 不 適正な経理に関する調査の検証

= 不 適正な経理の再発防止等に向けた提言

三 そ の他経理の適正化に関すること

(構成)

第 3条 委 員会は、知事が依頼する有識者 (別紙)に より構成する。      /

2 委 員の任期は、平成21年 3月 までとし、必要に応じて延長することができる。

(委員長)

第4条  委 員会には委員長を置く。

2 委 員長は委員の互選にょり選出する。

3 委 員長は委員会を総理する。

4 委 員長は必要に応じ、経理適正化推進テームあるいは関係者の出席を求めること

ができる。                 ｀            ‐

(会議)               !

第 5条 委 員会の会議は、委員長が招集する。

(事務局)

第 6条 委 員会に関する庶務は、総務部人事担当局人事課及び出納事務局管理課にお
‐
いて処理する。         | |

(雑則)  |

第 7条  こ の要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定め

る。

附 則

この要綱は、平成20年 10月 31日 から施行する。
|
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別紙

「経理適正化外部委員会」委員名簿

(五十音順t敬 称略)

氏 名 備 考

前川 三 喜男 公認会計士

村松 豊久 弁 護  士

山 田 靖典 弁 護  士
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現在実施中の不適正な経理の調査について

1 調 査対象機関

全部局の地方機関 (県立学校を含む。)

2 当 面の調査対象経費   |       |
 ヽ                                              ‐

「需用費」及び企業会計 「需用費に相当する飾」

3 調 査対象年度

平成15年 度から平成19年 度まで (5年間)

 ヽ4 調 査スケジュニル        ‐

当面年内を口途に不適正な金額の確定を行う

5 調 査方法                     |   |

地方機関で調査対象となる1物品の■覧表を作成した上で、物品納入業

者の協力を得て聞き取りなどをし、‐覧表と突合 、       )
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物品購入に係る会計事務手続 (随意契約の場合)

_ 【 本庁の購入手続】

本庁各部局主管課

購
依

①
入
頼

③物品Ⅲ講
求書の送付

③支出金調書の提出

出 納 事 務 局

②見積書の依頼

者

・

③見積書の提出

④契約の締結

③納品与⑥検収

○請求書の送付

①支出金調書の審査、①支払

【地方機騨(かい)の購入手続】

地 方 機 関

(知事から契約等の権
限が委任されてい
る。)

①見積書の依頼

業

②見積書の提出

③契約の締結

④紳品、⑤検収

⑥請求書の送付

⑦支出金調書の作成及び審査、③支払

7



調査対象機関一覧(289機 関)
平成20年4月 1日現在

労働部(13)

三河福祉相談セン
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委員会(182)

瀬地区(46

張地区(38
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知多地区(20

三河地区(26)
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平成 20年 10月 2‐8日

関 係 主 管 課 長

各 か い の 長

企業庁管理音ほ総務課長 殿

病院事業庁管理課長
‐

経理適正化推進チーム

座長 愛 知県副知事 西 村 長

!    不 適正な経理処理に係る調査の実施について (通知)

本県において発生しました不適正な経理処理について、その実態を明らかに  /

するため、平成 15年 度から平成 19年 度の需用費に係る支出について、下記

のとおり調査を実施してください。

■  ‐         記            '    ‐

1 調 査の目的

調査は、平成15年度から平成19年度の需用費に係る支出について不適

正な経理処理が行われていないかどうかを洗い出すことを目的と―する。  ■ |

21調 査対象機関     ‐   |  ‐   ―       !

全部局の地方機関 (県立学校を含むと)         「

3 調 査対象経費、

「需用費」及び企業会計の 「需用費に相当する節」      ‐

ただし、次のものは対象外とするど                    十

1 1,光 熱本費、コピエ代t務 開等～期千J行物 ‐

。医薬品 (病院において使用するもの)t飼 料 (単価契約によるもの)|

1止



4 調 査対象年度        ‐     ‐           ‐   |    |

平成!15年度から平成19年 度まで (5年間) |      | ‐      ■ ‐

5 調 査スケジユエル      | ‐          |    ‐   | |■

当面年内を目途に不適正な金額の確定を行う。 | l            i―

16 調 査方法           ‐        ｀   |      ‐

(1)地方機関において契約状況調査表 (別添様式1)友 び決算突合表 (別添
様式2)を 作成し、物品納入業者の協力を得て聞き取りなどをし、突合を■  1 1

1行 うゃ              (     ‐     ‐

′(2)契約状況調1査表の作成要領は、別に定ゅる9    1  + |    l r ‐ ‐
僧)廃 止された地方機関についてはi原貝J、

‐
当該地方機関の事務を引き継い

|■
| |

だ機関において調査する。        / l         i     l

事務局,総 務部人事担当局人事謀
‐  出 納事務局管理課 ‐ |
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契約状況調査表の作成要領

調査の目的及び調査する事項

○ 調査は、平成 15年 度から平成19年 度の需用費にかかる支出について不適正な経
fEE処理が行われていないかどうかを洗い出すことを目的とする。

2.調 査の手法         ‐

○ 取引業者から売上帳または元帳を取り寄せ、県の支出証拠書堕と1件 ごとに突合す

重 ことで適正な物品購入が行われていたかどうかを確認する。

【突合の内容】

県の証拠書類:「契約相手先」、「検査日」、「品名」、「数量」、「単価」、「金額」、「支

払日」

取引業者の元帳等:「納品先」、「納品日」、「納品名」、「数量」、「単価」、「金額」、
「入金額」、「入金日」

3.取 引業者の元帳等の取り寄せについて

○ 平成 15年 4月 1日から平成20年 6月末までの売上帳または元帳を営業担当者に

依頼して取り寄せる。調査方法上、「納品先」、「納品日」、「納品名」、「数量」、「単価」、「金

額」、「入金日」、「入金額」の全てが記載された台帳である必要があります。

なお、売上帳又は得意先元帳の類がない場合は、納品先、納品名、数量、単価、金額、納

品日、入金日、入金額が確認できるものであれば、複数の伝票等により代用しても差し支え

ありません。

① また、預け金がある場合で、取引業者が預け金専用の帳簿を保管している場合は、そ
の帳簿も提出させてください。

○ 必要に応じて地方機関の長名で公文書にょり依頼する。(文例は別紙上のとおり)。ま

た経理適正化推進テームの依頼文を添付してください。        |

○取引業者から帳簿を借受けコピーする場合は特に取扱いに注意すること。
○取引業者が他の機関に元帳等を提出している場合はその機関から写しの提供を求め

【今回調査対象経費から除外するもの】              |
・光熱水費・コピー代,新聞等定期刊行物・医薬品口飼料(単価契約によるもの)

止8



てください。

① 廃業等で取り寄せできない場合はその旨を調査表に記載してください。

【留意事項】

支出の内容
については、昨年度実施した物品に係る職場総点検で作成し

た 「物品購入費支出一覧」や契約管理業務で作成する 「契約状況 (内訳)
明細」のデータが活用できるものはコピー等をして作成することもでき
ますが、調査対象経費が 「物品に係る職場総点検」と異なるので注意し

てください。また、調査項目も一部異なるので 「物品購入費支出下覧」
や 「契約状況 (内訳)明 細」にない項目については支出金調書を確認し
て記入してください。    ‐

4・ 取引業者から元帳等の提出がない場合

① 自己申告書等の提出があった場合は、それにより確認してくださ↓S。

① 面談等で確認できる場合は、その結果により確認してください。その際は確認内容
と相手の会社名 ・担当者名、場所、時間、方法 (面談、電話等)、確認者職 1氏名を
記載した文書を業者毎に作成してください。

① 所属で保管している納品書等で確認できる場合はそれにより確認してください。

5,契 約状況調査表の作成について

契約状況調査表 (別添様式・記載例)の県の支出欄に支出金調書ごとにすべての支出内
容を記載しくそれに対して、取引業者の元帳等の納品情報を対比させる。預け金により納
入された物品については業者の帳簿内容のみを記載する。なお、不適正態様区分について
は記載しない。

【留意事項】

・調査表は年度ごとに作成してください。
・項目ごとの説明

「現口繰」現年度予算の場合は「現」、繰越予算の場合は「繰」とする。
「取引差額」支出金調書の「金額」T業 者の帳簿の「金額(税込み)」
「不適正な経理処理の額」納品がない、納品年度が異なる、物品が異なるな
ど、不適正な経理処理が認められた場合にその不適正な額を記載します。

記載します。例:「調査拒否」、「廃業」、「所在不明」、など
口詳細は記載例をご覧くださぃ。

14



6.結 果報告について

(1)提 出書類             |        .

‐ ア )契 約状況調査表及び決算突合表

イ)突 合できなかった (納品がない、納品年度が異なる、物品が異なるなど、不適正

な経理処理、)及 び業者の納品状況が確認できなかった支出にかかる支出金調書及び

注文書茉請求書等の添付書類の写し
‐ウ)取 引業者の元帳等の写し (取引業者からの自己申告書、納品書等文はその写し、

面談等の結果を記載した確認書)        |           |

(ア)についてはそれぞれ1部をダブルクリップ等でまとめ、(イ)・(ウ)につい

てはそれぞれ各所属1冊にファイリングし、提出してください。(いずれもA4

サイズでお願いします。)              ,

また、(ア)については、主管課指定のメ=ルアドレ女へ送付してくださぃも
ファイル名は次のとおりとしてください。    |

19年 度分 ファイ)レ名「地方機即名(19年度分).羊iS」      !

15年度から18年度分 ルイル名「地方機関名(15‐18年度分),xls」

(年度ごとにシエトを分けること)‐
｀

(2)提 出先 t

主管課          ｀

|(3)聴き取り                    ,       ″

ャ
1 各

地方機関個別に調査表の内容について必要に応じて聴き取りを行いますよ

15



別紙1

平成20年 ○月O日

株式会社 OO商 会 御中

地 方 機 関 の 長 名
コ

不適正な経理処理に係る調査への御協力について(依頼)

本県のOO行 政につきましては、日ごろから御協力いただきぁりがとうございます。
このたび、物品購入にかかる支出にもぃての調査を実施することとなりました。
つきましては、お忙しいこととは存じますが、この調査に御配慮いただきますとともた、

下記のとおり御協力くださるようお願いいたします。

言己

1.提 出していただくコピー

日
早社と当oOoと の取引に係る売上帳または得意先元帳    !

(納品先、納品日、納品名、数量、金額、入金塁 込 金額が判るもの)
・平成15年 4月 1日から平成20年 6月末日までにかかるもの

なお、当機関でコピーさせていただける場合はご連絡ください。       |

2.提 出先

地方機関 OOO課 〇〇グループ

3.提 出部数        ‐

1音F                          I

4.提 出期限

1 平成20年 11月5日 (水)まで   ―

5,その他

県の機関に資料を提供いただいた後、ぃの機関から同じ内容の資料提供依頼が

あつた場合は、提供いただいた資料を活用させていただきたぃと存じます。ご承諾ぃ

ただける場合は提供された機関名をお伝えくださるようにお願いいたします。

連絡先

〇〇課〇〇グループ 〇〇

電話 OO一 ooOO
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愛知県の地方機関に物品を納品されている

法人等担当者様及び個人の皆様へ

県政の推進につきましては、日ごろから御協力いただき誠にありがとう

ございます。          ‐  ―                   ―

|このたびt愛知貞において明らかになりました不適正な経理について、_

その事実を明らかにするため、物品購入に係る支出事務について調査を行  |

いますが、その実施に当たり、貴社 (殿)か ら帳簿、書類その他記録の写  十 ■|

レの提出をお願いしたいと存じます。      |     |

‐大変お忙しい中誠に勝手なお願いではありますが、事実解明のためには | ‐ |‐

貴1社(殿)の 御力が必要です:何 卒、御協力を賜りますようお願い 申し上  ‐  |

げます。             |      |■   ‐
          1

平 成 2 0 年 1 0 月 2 3 日                   ‐ ‐   /

愛 知県 経 理 適 正化 推 進 チ ー ム

座長 愛 知県副知事 西 村 員
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物品購入に係る事務の見直しを行います。

1 事 務を見直す理由

会計検査院の実地検査で、物品購入事務において不適正経理が判明したことによる。
2 見 直しの概要

(1)納 品書の保存等

物品の購入にあたっては、納品時に検査職員による検査を行っておりましたが、
それに加え、納品の事実確認等のため、業者から納品書を徴取し、支出金調書に添
付 ・保存するとともに、消耗品等を出納員から交付を受ける職員の受領印を納品書
の余白に徴することとする。

現  状 :業者の納品書の扱いについての定めなし。

見直し後 :業者か ら納品書を徴取し、支出金調書に添付 ・保存する。

消耗品等の交付の際にギ職員の受領印を納品書の余白に徴することとす
る。

(2)計画的な物品購入等

ア 物 品の購入にあたっては、計画的な執行を図るとともに、在庫、購入数量の適
正化を図るため、物品購入時の伺いに在庫数量を付記することとする。

イ 物 品の契約状況をより的確に把握するため、毎月行っている契約状況の確認に
加え、業者別及び品名別に集計したものを四半期ごと及び年度ごとにも確認する
こととする。

現  状 :購入した物品について、毎月契約状況 (明細)に よ|り確認を行う。

見直し後 :毎月の状況を契約状況 (業者別明細)に より確認を行い、それに加え、
四半期及び年度ごとにも業者別及び品名別に契約状況を確認する。

3 対 象機関

本庁及び地方機関(公営企業会計 (企業庁及び病院事業庁)を 除く)
4 実 施時期

平成 20年 11月 1日

二記の見直しについては、平成 29年 10月 28日 付けで本庁及び地方機関に対して
通知した。

尾8



調査に対する当面のスケジュ‐ル (案)

時 期 内  容

平成 20年  10月 31日

11月 上旬

12月 上旬

平成 21年 1月 上旬

1月 中旬

1月 下旬

第 1‐回会議

会計検査院の結果報告 (個別対応)

平成 19年 度分の全庁的な調査報告

(全地方機関の需用費の不適正な金額の確定)

全庁的な調李結果の報告及び検証   |

調査報告の内容検討

会計システムの改善等の検討

当面、地方機関の需用費すべてについての調査報告

のまとめ                  ,

本庁の需用費、賃金、旅費の調査       |

地方機関の賃金、旅費の調査
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経理適正化外部委員会 配 席図
!
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|            ‐  傍 聴人心得 |

会議の傍聴をされる方は、次の事項を守つてください。

|″1 開 会wに 会場峰八室して、傍聴席に着席してください。       ‐   t

2 帽 子、コ千卜などは着用しないで入室してください。

3 携 帯電話及びポケットベルについては、電源を切って入室してください。

4 飲 会や喫煙をしないょうにしてください。
‐  5 会 議にゃける言論に対して、批評を加え又は可否を表明しないようにしてください。 ″ !

6 鉢 巻き、腕章、たすき、ゼッケンなどを着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕を掲げるなどの示威
i 的 行為はしないようにしてください。                      |   イ

7 私 語、談論、拍手tそ の他騒ぎ立てるなどt会 議を妨げるような行為をしないようにしてくだ

さい。                                         ‐

これらの事項を守らない場合、又は委員長の指示に従わない場合には、退場を命じられること

がありまする       |


